
 

 

2026（令和 8）事業年度事業計画、予算及び資金計画 新旧対照表 

 

 

 
変更前   変更後 

参考資料 

2026（令和 8）事業年度 事業計画 

 

Ⅰ 機構を取り巻く状況 

（略） 

2024 年 6 月に文献調査を開始した佐賀県玄海町においては、地

域における対話活動の拠点となる玄海交流センターを 2025 年 4 月

に開設するとともに、町民有志により構成される実行委員会を主体

とした「対話を行う場」をこれまでに 4回開催した。今後は、国の

「文献調査段階の評価の考え方」に沿って「文献調査報告書」の取

りまとめを進める。 

 

（略） 

2026年 1月には、経済産業大臣より全国の都道府県知事に対し、

原子力利用に伴う課題解決に向けた協力を依頼するレターが発出

された。同レターでは、「住民理解の促進や立地地域との連携に取

り組んでいただきたい」、「原子力利用に伴い発生する廃棄物の最終

処分について、電力の消費地も含め調査地域を拡大するための国の

取組をご理解いただきたい」との依頼がなされている。  

 

 

 

 

 

2026（令和 8）事業年度 事業計画（変更） 

 

Ⅰ 機構を取り巻く状況 

（略） 

2024 年 6 月に文献調査を開始した佐賀県玄海町においては、地

域における対話活動の拠点となる玄海交流センターを 2025 年 4 月

に開設するとともに、町民有志により構成される実行委員会を主体

とした「対話を行う場」をこれまでに 5回開催した。今後は、国の

「文献調査段階の評価の考え方」に沿って「文献調査報告書」の取

りまとめを進める。 

 

（略） 

2026 年 1 月には、経済産業大臣より全国の都道府県知事に対し、

原子力利用に伴う課題解決に向けた協力を依頼するレター1が発出

された。同レターでは、「住民理解の促進や立地地域との連携に取

り組んでいただきたい」、「原子力利用に伴い発生する廃棄物の最終

処分について、電力の消費地も含め調査地域を拡大するための国の

取組をご理解いただきたい」との依頼がなされている。 

さらに、そうした状況の中、国により南鳥島（東京都小笠原村）

での文献調査の実施についての申入れが行われ、2026 年 4 月、南

鳥島で文献調査を実施するとの国の判断について、小笠原村長に受

け入れていただいた。 

 

 
1 「全都道府県知事宛て、原子力利用に伴う課題の解決に向けた協力のお願いに関する経済産業大臣レター」（https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/nuclear/rw/daijinletter.pdf） 
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変更前   変更後 

Ⅱ 2026（令和 8）事業年度の事業実施に関する基本的な考え方 

（略） 

報告書の取りまとめ後は、最終処分関係法令に基づき、玄海町長

及び佐賀県知事への送付、公告・縦覧の上、報告書に関する説明会

を実施する。 

 

 

 

 

 

（略） 

対話・広報活動については、最終処分に関する国民の理解促進を

図り、事業を円滑に進めていけるよう、全国での対話・広報活動の

強化を図る。 

「対話型全国説明会」や各種メディアを活用した広報を強化しつ

つ、寿都町、神恵内村及び玄海町の状況に関する理解促進を図るこ

とで、全国の方々に最終処分事業に関する認知や理解を高めていた

だく。  

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 2026（令和 8）事業年度の事業実施に関する基本的な考え方 

（略） 

 報告書の取りまとめ後は、最終処分関係法令に基づき、玄海町長

及び佐賀県知事への送付、公告・縦覧の上、報告書に関する説明会

を実施する。 

 南鳥島（東京都小笠原村）を対象とした文献調査については、「文

献調査計画書」を取りまとめ、同計画に基づく調査に着手する。ま

た、自治体と協議の上、地域での対話・広報活動を進める。 

 

 

（略） 

対話・広報活動については、最終処分に関する国民の理解促進を

図り、事業を円滑に進めていけるよう、全国での対話・広報活動の

強化を図る。 

「対話型全国説明会」2や各種メディアを活用した広報を強化し

つつ、寿都町、神恵内村、玄海町及び南鳥島（東京都小笠原村）で

の文献調査と対話活動の状況に関する理解促進を図ることで、全国

の方々に最終処分事業に関する認知や理解を高めていただく。  

 

 

 

 

 

 

 

 
2 高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する対話型全国説明会の略称。 
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変更前   変更後 

Ⅲ 文献調査 

 

（2025事業年度の事業活動） 

（略） 

 

（2026事業年度の事業計画） 

１．寿都町及び神恵内村を対象とした文献調査の着実な実施及び

北海道内における対話・広報活動の充実 

（略） 

 ２．玄海町を対象とした文献調査の着実な実施及び佐賀県内及び

周辺地域における対話・広報活動の実施 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 文献調査 

 

（2025事業年度の事業活動） 

（略） 

 

（2026事業年度の事業計画） 

１．寿都町及び神恵内村を対象とした文献調査の着実な実施及び

北海道内における対話・広報活動の充実 

（略） 

 ２．玄海町を対象とした文献調査の着実な実施及び佐賀県内及び

周辺地域における対話・広報活動の実施 

（略） 

３．南鳥島（東京都小笠原村）を対象とした文献調査及び対話・

広報活動の実施 

（１）文献調査の着実な実施 

ア．「文献調査計画書」の提示、調査の実施 

調査の手順、収集する文献、評価のまとめ方等を「文献調査計

画書」として取りまとめ、小笠原村の皆さまに丁寧に説明しなが

ら、文献調査を実施していく。 

調査に当たっては、「文献調査段階の評価の考え方」に従い、南

鳥島やその周辺海域に関する地質図や学術論文等の必要な文献・

データを収集し、地震・活断層、噴火、鉱物資源などの最終処分

法で定められた要件に対応した項目及び地熱資源について、避け

る場所の基準に基づいて評価する。また、地層や岩体、断層など

の分布や地質環境特性を調査する技術的観点からの検討及び土地

の利用制限などの経済社会的観点からの検討を進める。 
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変更前   変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）小笠原村における対話活動 

ア．中立性のある開かれた「対話を行う場」の創設 

地域の皆さまに機構からの継続的な説明や質疑応答を通じて地

層処分事業への理解を深めていただくとともに、地域の将来像等

も含め活発な意見交換等を実施していただけるよう、自治体と協

議の上、地域の要望を踏まえ、中立性のある開かれた「対話を行

う場」の創設等を検討する。 

 

イ．小笠原村における対話・交流活動 

機構の事業活動について理解を深めていただけるよう、小笠

原村において、きめ細かな対話・交流活動を実施する。具体的

には、地域の皆さまの意見を伺いながら、要望や地域事情を踏

まえた地域イベントへの参加や広報広聴イベントの開催等によ

り、「幅広い層へのコミュニケーション」を深めていく。また、

現地活動拠点の開設についても、自治体と協議の上、検討す

る。 

 

ウ．文献調査の内容等に関する地域への説明 

文献調査を円滑に進めていくためには、地域の皆さまの理解

と協力を得ることが重要であり、調査のプロセス等の透明性を

確保することが必要となる。小笠原村長から経済産業大臣への

回答文書において示された要請事項等も踏まえ、地域における

対話・交流活動や、第三者としての専門家等を交えた説明・議

論の場を設けること等を通じ、地域の皆さまに文献調査の内容

や進捗状況等を分かりやすく説明するとともに、その際に頂い
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変更前   変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 対話・広報活動 

 

（2025事業年度の事業活動） 

（略） 

 

（2026事業年度の事業計画） 

（略） 

 

Ⅴ 技術開発 

 

（2025事業年度事業活動） 

（略） 

 

（2026事業年度の事業計画） 

（略） 

た質問・疑問等に対しては、機構内で連携の上、的確に対応す

る。 

 

エ．東京都内を含む全国への情報発信 

東京都内を含む全国において、地層処分事業や機構の取組みへ

の関心を高め、理解を深めていただけるよう、機構が行う事業活動

等に関する情報を遅滞なく、分かりやすく発信する。また、小笠原

村長から経済産業大臣への回答文書において示された要請事項等

も踏まえ、国と連携し、全国に向けて、分かりやすく正確な情報を

発信する。 

 

Ⅳ 対話・広報活動 

 

（2025事業年度の事業活動） 

（略） 

 

（2026事業年度の事業計画） 

（略） 

 

Ⅴ 技術開発 

 

（2025事業年度事業活動） 

（略） 

 

（2026事業年度の事業計画） 

（略） 
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変更前   変更後 

 

Ⅵ 組織運営 

 

（2025事業年度事業活動） 

（略） 

 

（2026事業年度の事業計画） 

１．公正かつ適切な事業運営の継続と事業活動の絶えざる改善 

（略） 

 

２．新たな「中期事業目標」の策定及び組織体制の整備に向けた検討 

全国の複数の地域における文献調査の並行実施や寿都町、神恵内

村及び玄海町での文献調査の進展等、中期的な事業展開を想定し、

機構が達成すべき新たな「中期事業目標（方針）」を適切な時期に

策定できるようにする。あわせて、概要調査開始を見据えた組織体

制を検討していく。 

 

３．計画的かつ継続的な人材の確保と育成 

（略） 

 

４．職場総合力の向上と組織一体となった事業運営の推進 

（略） 

 

５．効率的な業務運営と経費の削減 

（略） 

 

 

Ⅵ 組織運営 

 

（2025事業年度事業活動） 

（略） 

 

（2026事業年度の事業計画） 

１．公正かつ適切な事業運営の継続と事業活動の絶えざる改善 

（略） 

 

２．新たな「中期事業目標」の策定及び組織体制の整備に向けた検討 

全国の複数の地域における文献調査の並行実施や寿都町、神恵内

村、玄海町及び南鳥島（東京都小笠原村）での文献調査の進展等、

中期的な事業展開を想定し、機構が達成すべき新たな「中期事業目

標（方針）」を適切な時期に策定できるようにする。あわせて、概

要調査開始を見据えた組織体制を検討していく。 

 

３．計画的かつ継続的な人材の確保と育成 

（略） 

 

４．職場総合力の向上と組織一体となった事業運営の推進 

（略） 

 

５．効率的な業務運営と経費の削減 

（略） 
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変更前   変更後 

６．適切な情報公開 

（略） 

Ⅶ 拠出金の徴収 

（略） 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．適切な情報公開 

（略） 

Ⅶ 拠出金の徴収 

（略） 

 

以 上 
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変更前   変更後 

2026（令和 8）事業年度 予算 

 

予  算  総  則 

 

（収入支出予算） 

第 1条 原子力発電環境整備機構（以下「機構」という。）の 2026

（令和 8）事業年度収入支出予算は、別紙「収入支出予算」に掲げ

るとおりとする。 

 

（債務を負担する行為） 

（略） 

第一種最終処分業務勘定 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

第二種最終処分業務勘定 

（略） 

 

 

 

 

2026（令和 8）事業年度 予算（変更） 

 

予  算  総  則 

 

（収入支出予算） 

第 1条 原子力発電環境整備機構（以下「機構」という。）の 2026

（令和 8）事業年度収入支出予算は、別紙「収入支出予算（変更）」

に掲げるとおりとする。 

 

（債務を負担する行為） 

（略） 

第一種最終処分業務勘定 

（略） 

（事項）概要調査地区の選定に係る調査に必要な経費 

機構は、地層処分事業の概要調査地区選定調査について、円滑

かつ計画的に遂行するため、2026（令和 8）事業年度及び 2027（令

和 9）事業年度の 2か年において負担となる契約を 111百万円を

限度として、2026（令和 8）事業年度において結ぶことができる。 

（略） 

 

第二種最終処分業務勘定 

（略） 

（事項）概要調査地区の選定に係る調査に必要な経費 

機構は、地層処分事業の概要調査地区選定調査について、円滑

かつ計画的に遂行するため、2026（令和 8）事業年度及び 2027（令

和 9）事業年度の 2 か年において負担となる契約を 30 百万円を
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変更前   変更後 

 

 

 

（流用等の制限） 

（略） 

 

（繰越しの制限） 

（略） 

 

（収入支出予算の弾力条項） 

（略） 

 

（給与等の制限） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

限度として、2026（令和 8）事業年度において結ぶことができる。 

（略） 

 

（流用等の制限） 

（略） 

 

（繰越しの制限） 

（略） 

 

（収入支出予算の弾力条項） 

（略） 

 

（給与等の制限） 

（略） 
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変更前   変更後 

別紙 

2026（令和 8）事業年度 収入支出予算 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 

2026（令和 8）事業年度 収入支出予算（変更） 

 

（略） 
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変更前   変更後 

2026（令和 8）事業年度 資金計画 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026（令和 8）事業年度 資金計画（変更） 

 

（略） 
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変更前   変更後 

2026（令和 8）事業年度 予定貸借対照表 

（２０２７年３月３１日） 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026（令和 8）事業年度 予定貸借対照表（変更） 

（２０２７年３月３１日） 

 

（略） 
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変更前   変更後 

2026（令和 8）事業年度 予定損益計算書 

（自 ２０２６年４月１日   至 ２０２７年３月３１日） 

 

 

（略） 

 

2025（令和 7）事業年度 予定貸借対照表 

（２０２６年３月３１日） 

（略） 

 

2025（令和 7）事業年度 予定損益計算書 

（自 ２０２５年４月１日   至 ２０２６年３月３１日） 

（略） 

 

 

 

 

 

2026（令和 8）事業年度 予定損益計算書（変更） 

（自 ２０２６年４月１日   至 ２０２７年３月３１日） 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


